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資産をめぐる税務

問答式

■シリーズ相続と贈与に関する税務

《相続時精算課税制度》

◆

相続時精算課税の適用を受

けようと思っていたところ

贈与者である父が死亡した

◆

◇質 問◇

私は、平成31年（2019年）３月１日に

父から財産の贈与を受けましたので、相

続時精算課税の適用を申請しようと思っ

ていたのですが、贈与者である父が同年

３月20日に死亡しました。

この場合、相続時精算課税の適用は受

けられないのでしょうか。

（東京都・ＮＹさん）

◆回 答◆

相続時精算課税の制度とは、原則として60

歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子

又は孫に対し、財産を贈与した場合において

選択できる贈与税の制度です。この制度を選

択する場合には、贈与を受けた年の翌年の２

月１日から３月15日の間に一定の書類を添付

した贈与税の申告書を提出する必要がありま

す。

 この制度を選択すると、その選択に係る贈

与者から贈与を受ける財産については、その

選択をした年分以降全てこの制度が適用され、

「暦年課税」へ変更することはできません。

 また、この制度の贈与者である父母又は祖

父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続

財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の

価額（贈与時の時価）を加算して相続税額を

計算します。

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限は

ありません。

 このように、相続時精算課税の制度は、贈

与税・相続税を通じた課税が行われる制度で

す。



贈与者は贈与をした年の１月１日において

60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を

受けた年の１月１日において20歳以上の者の

うち、贈与者の直系卑属（子や孫）である推

定相続人又は孫とされています。

なお、贈与により「非上場株式等について

の贈与税の納税猶予及び免除の特例（措法70

の７の５）」の適用に係る非上場株式等を取

得する場合、贈与者が贈与をした年の１月１

日において60歳以上であれば、受贈者が贈与

者の直系卑属（子や孫）である推定相続人以

外の者（贈与を受けた年の１月１日において

20歳以上の者に限ります）でも適用できます。

また、贈与により「個人の事業用資産につ

いての贈与税の納税猶予及び免除（措法70の

６の８）」の適用に係る事業用資産を取得す

る場合、贈与者が贈与をした年の１月１日に

おいて60歳以上であれば、受贈者が贈与者の

直系卑属（子や孫）である推定相続人以外の

者（贈与を受けた年の１月１日において20歳

以上の者に限ります）でも適用できます。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に

ついては、その選択をした年以後、相続時精

算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産

と区分して、１年間に贈与を受けた財産の価

額の合計額を基に贈与税額を計算します。

 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計

額から、複数年にわたり利用できる特別控除

額（限度額：2,500万円。ただし、前年以前

において、既にこの特別控除額を控除してい

る場合は、残額が限度額となります）を控除

した後の金額に、一律20％の税率を乗じて算

出します。

 相続時精算課税を選択した受贈者が、相続

時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を

受けた財産については、その贈与財産の価額

の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円

を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を

計算します。

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算

する際には、暦年課税の基礎控除額110万

円を控除することはできませんので、贈与

を受けた財産が110万円以下であっても贈

与税の申告をする必要があります。

 相続時精算課税を選択した者に係る相続税

額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くな

った時に、それまでに贈与を受けた相続時精

算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続

や遺贈により取得した財産の価額とを合計し

た金額を基に計算した相続税額から、既に納

めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控

除して算出します。

 その際、相続税額から控除しきれない相続

時精算課税に係る贈与税相当額については、

相続税の申告をすることにより還付を受ける

ことができます。

 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額

は、贈与時の価額とされています。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者

（子又は孫）は、その選択に係る最初の贈与

を受けた年の翌年２月１日から３月15日まで

の間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の

所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択

届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の

書類とともに贈与税の申告書に添付して提出

することとされています。

 相続時精算課税は、受贈者（子又は孫）が

贈与者（父母又は祖父母）ごとに選択できま

すが、いったん選択すると選択した年以後贈

与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦

年課税に変更することはできません。



贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、

受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱

いは次のようになります。

１．相続時精算課税の適用を受けている者（相

続時精算課税の適用を受けようとする 者

を含みます）

(1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分

の贈与財産の贈与税の取扱い

  相続税の課税の対象となることから贈与

税の申告は不要です。

 この場合、被相続人の住所地の税務署に

一定の手続きが必要です

(2) 相続税の取扱い

  相続時精算課税の適用分の贈与財産の価

額を他の相続財産に加算して相続税額を計

算します。

２．上記以外の者（相続時精算課税の特例を

受けていない者）

(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱

い

① 相続財産を取得する場合は、贈与税の

申告は不要です（相続税の対象となりま

す）｡

② 相続財産を取得しない場合には、贈与

税の対象となります（贈与税の基礎控除

を超える場合には申告と納税が必要とな

ります）。

(2) 相続税の取扱い

 相続財産を取得する場合には、被相続人

の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の

価額を相続税の課税価格に加算して相続税

額を計算します。

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場

合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、

贈与税の申告書を提出する必要はありません

が、「相続時精算課税選択届出書」を提出す

る必要があります。この場合における「相続

時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出

先は通常の場合とは異なり、次の①又は②の

いずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る

相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

① 贈与税の申告書の提出期限（通常は、贈

与を受けた年の翌年の３月15日）

② 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提

出期限（通常は、相続の開始の日の翌日か

ら10か月を経過する日）

なお、②の日がこの届出書の提出期限とな

る場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告

書を提出するときには、相続税の申告書にこ

の届出書を添付しなければなりません。

(注) 相続税の申告書を提出する必要がない

場合であっても、相続時精算課税の適用を

受けるためには、提出期限までにこの届出

書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の

所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、「相続時精算課税選択届出書」には、

次の書類を添付することとされています。

① 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の

書類で、次の内容を証する書類

イ 受贈者の氏名、生年月日

ロ 受贈者が贈与者の直系卑属である推

定相続人又は孫であること

② 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書

類で、受贈者が20歳に達した時以後の住

所又は居所を証する書類（受贈者の平成

15年１月１日以後の住所又は居所を証す

る書類でも差し支えありません）

※ 平成７年１月２日以前に生まれた方が、

令和２年１月１日前の贈与について相続

時精算課税選択届出書を提出する場合に

限ります。



③ 贈与者の住民票の写し及びその他の書

類（贈与者の戸籍の附票の写しなど）で、

次の内容を証する書類 （令和2年１月１

日以後の贈与については不要です）

イ 贈与者の氏名、生年月日

ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所

又は居所（贈与者の平成15年１月１日

以後の住所又は居所を証する書類でも

差し支えありません。）

(注) 社会保障・税番号制度（マイナンバ

ー制度）が導入されたことに伴い、個人

番号を記載した各種申告書、申請書、届

出書等を提出する際には、個人番号カー

ド等の一定の本人確認書類の提示又は写

しの添付が必要になります。

さて、ご質問の場合、贈与税の申告期限で

ある平成31年３月15日よりも、お母さんの死

亡に係る相続税の申告期限である平成31年１

月21日が早い日となりますので、平成31年１

月21日までに「相続時精算課税選択届出書」

と必要書類を贈与税の納税地ではなく、お父

さんの死亡に係る相続税の納税地の所轄税務

署長に提出し、その他制度の適用要件をすべ

て満たしていた場合には、相続時精算課税の

適用を受けることができるものと考えます。

参照条文等＝相法19、21の2、21の10、

21の15、21の16、28、

相基通11の2-5、21の2-3

Ｂｒｅａｋ Ｔｉｍｅ



■資産の評価に関する税務

《定期金に関する権利の評価》

◆

相続又は贈与等により「定

期金に関する権利」なるも

のを取得した場合の評価法

◆

◇質 問◇

本年８月に父が死亡し、私が相続によ

り財産を取得することになりましたが、

相続により取得する財産のなかに「定期

金に関する権利」なるものが含まれてい

ることがわかりました。この「定期金に

関する権利」はどのように評価すればよ

いのでしょうか。

（東京都・ＫＹ氏）

◆回 答◆

現預金や金融資産等は100％評価されて相

続税が課税されますが、定期金を受給する権

利等の相続・贈与等については、受取総額よ

り少ない金額で評価されていました。

しかし、平成23年４月１日以後に発生する

相続・贈与等及び平成22年４月１日以後の契

約等については、解約返戻金等で評価される

ことになり、評価減の効果がなくなりました。

「定期金給付契約」は、簡単にいうと、「定

期的に分割でお金をもらえる契約」のことを

いいます。

例えば、被相続人が保険会社と契約をして

いて、自分が亡くなったら子供である相続人

に１年間に100万円ずつ10年に渡って保険が

おりる契約を結んでいたとします。1,000万

円を一括で受け取る場合には、相続税評価は

そのまま1,000万円となりますが、これを分

割で受け取る場合には、相続税評価はいくら

になるのでしょうか。具体的な評価方法につ

いては、「有期定期金」、「無期定期金」、「終

身定期金」の３つの種類に応じて、以下の通

りに定められています。

１．有期定期金の相続税評価

有期定期金の相続税評価は、以下の（1）～

（3）のうちいずれか多い金額となります。

（1） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時においてその契約を解約するとしたな

らば支払われるべき解約返戻金の金額

（2） 定期金に代えて一時金の給付を受ける

ことができる場合には、定期金給付契約に

関する権利を取得した時において一時金の

給付を受けるとしたならば給付されるべき

一時金の金額

（3） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時におけるその契約に基づき定期金の給

付を受けるべき残りの期間に応じ、その契

約に基づき給付を受けるべき金額の一年当

たりの平均額に、その契約に係る予定利率

による複利年金現価率を乗じて得た金額



「有期定期金」とは、一定の期間に渡って

金銭を受け取れる権利のことをいいます。

例えば、10年間にわたって毎年100万円ず

つが受け取れる権利などです。ポイントは、

「10年」といったように受け取れる期間に制

限があるというところです。

有期定期金の具体的な相続税評価は、前述

のとおり、「解約返戻金の金額」、「一時金の

金額」、「給付を受けるべき金額の一年当たり

の平均額に、その契約に係る予定利率による

複利年金現価率を乗じて得た金額」の３つを

比較し一番大きい金額となります。

「解約返戻金の金額」とはその名のとおり、

この定期金給付契約を相続した相続人が契約

を解約した場合に、金銭で受け取れる解約返

戻金の金額のことをいいます。

「一時金の金額」とは、この定期金給付契

約を相続した相続人が分割で受け取るのでは

なく一時金として受け取ることを選択できる

場合に、一時金として受け取れることができ

る金額のことをいいます。通常、前述の解約

返戻金の金額と大きく異なることはないです。

「給付を受けるべき金額の１年当たりの平

均額」とは、給付を受けるべき金額の１年当

たりの平均額とは、今後受け取れる金銭の総

額を受け取れる期間で割った金額です。

例えば、1,000万円を今後10年で受け取れ

るような契約内容の場合は、

1,000万円÷10年＝100万円

ということになります。

「予定利率」とは、当該保険契約の運用利

回りのことをいいます。この予定利率に応じ

て分割で受け取る場合と一時金で受け取る場

合の金額の差を保険会社が計算しています。

この予定利率の確認方法は契約先である保

険会社に尋ねる以外に知るすべはありません。

ただ、文書で回答を求めると、どの保険会社

もきちんと回答はしてもらえます。

「複利年金原価率」は、一定の金銭に対し

て、それを定期的に積み立てて一定の利回り

で複利運用することが終了した場合の総額の

現在価値を求める率のことをいいます。

２．無期定期金の相続税評価

無期定期金の相続税評価は、以下の（1）～

（3）のうちいずれか多い金額となります。

（1） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時においてその契約を解約するとしたな

らば支払われるべき解約返戻金の金額

（2） 定期金に代えて一時金の給付を受ける

ことができる場合には、定期金給付契約に

関する権利を取得した時において一時金の

給付を受けるとしたならば給付されるべき

一時金の金額

（3） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時における、その契約に基づき給付を受

けるべき金額の一年当たりの平均額を、そ

の契約に係る予定利率で除して得た金額

「無期定期金」とは、永久（無期）に定期

金の給付を受けられる権利のことをいいます。

現実的には、まず存在しないと思われます。

無期定期金の具体的な評価方法は、上記の

「有期定期金」の相続税評価方法と似ていま

すが、（3）の部分のみ異なりますので注意が

必要です。

３．終身定期金の相続税評価

終身定期金の相続税評価は、以下の（1）～

（3）のうちいずれか多い金額となります。

（1） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時においてその契約を解約するとしたな

らば支払われるべき解約返戻金の金額



（2） 定期金に代えて一時金の給付を受ける

ことができる場合には、定期金給付契約に

関する権利を取得した時において一時金の

給付を受けるとしたならば給付されるべき

一時金の金額

（3） 定期金給付契約に関する権利を取得し

た時におけるその目的とされた者に係る余

命年数に応じ、その契約に基づき給付を受

けるべき金額の一年当たりの平均額に、そ

の契約に係る予定利率による複利年金現価

率を乗じて得た金額

「終身定期金」とは、亡くなるまで定期金

の給付を受けられる権利のことをいいます。

この権利を取得した人が長生きをすればする

ほど得になる仕組みの契約となっています。

終身定期金の具体的な相続税評価方法は、

前述のとおり「解約返戻金の金額」、「一時金

の金額」、「余命年数に応じ、その契約に基づ

き給付を受けるべき金額の一年当たりの平均

額に、その契約に係る予定利率による複利年

金現価率を乗じて得た金額」のうち、一番大

きい金額となります。

主な年齢の平均余命とその延び

年 齢
男 女

平成29年 平成28年 前年との差 平成29年 平成28年 前年との差

０歳 81.09 80.98 0.11 87.26 87.14 0.13

５ 76.30 76.20 0.11 82.48 82.37 0.11

10 71.33 71.23 0.11 77.50 77.39 0.11

15 66.37 66.26 0.11 72.52 72.42 0.11

20 61.45 61.34 0.11 67.57 67.46 0.11

25 56.59 56.49 0.11 62.63 62.53 0.10

30 51.73 51.63 0.10 57.70 57.61 0.10

35 46.88 46.78 0.10 52.79 52.69 0.10

40 42.05 41.96 0.09 47.90 47.82 0.09

45 37.28 37.20 0.09 43.06 42.98 0.08

50 32.61 32.54 0.07 38.29 38.21 0.08

55 28.08 28.02 0.06 33.59 33.53 0.07

60 23.72 23.67 0.04 28.97 28.91 0.06

65 19.57 19.55 0.02 24.43 24.38 0.05

70 15.73 15.72 0.01 20.03 19.98 0.04

75 12.18 12.14 0.03 15.79 15.76 0.03

80 8.95 8.92 0.03 11.84 11.82 0.02

85 6.26 6.27 △0.01 8.39 8.39 △0.00

90 4.25 4.28 △0.03 5.61 5.62 △0.00

（単位：年）

参照条文等＝相法24①一～四、25一、二、改正法附則１、30、32①②、

改正相令附則２①②③、



◎読者からの緊急相談◎

◇

非上場株式等についての相

続税の納税猶予等における

「特例措置」と「一般措置」

◇

◇質 問◇

非上場株式等についての相続税の納税

猶予及び免除の特例等には、「特例措置」

と「一般措置」の２つの制度があるそう

ですが、それぞれの制度の主な違いは、

どのようなものなのでしょうか。

（東京都・ＮＨ氏）

◆回 答◆

非上場株式等についての相続税の納税猶予

及び免除の特例等には、租税特別措置法第70

条の７の６から第70条の７の８までの各規定

による措置（以下、特例措置といいます）と

同法第70条の７の２から第70条の７の４まで

の各規定による措置（以下、一般措置といい

ます）の２つの制度があり、特例措置につい

ては、平成30年１月１日から令和９年12月31

日までの10年間の制度とされています。

１．特例措置のあらまし

中小企業における経営の承継の円滑化に関

する法律（以下、円滑化法といいます）によ

る都道府県知事の認定を受ける非上場会社の

後継者である相続人又は受遺者（以下、特例

経営承継相続人等といいます）が、被相続人

から非上場会社の株式又は出資（以下、非上

場株式等といいます）を相続又は遺贈により

取得をし、その会社を経営していく場合には、

特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の

うち、非上場株式等に係る課税価格に対応す

る相続税の納税が猶予され（以下、猶予され

る相続税額を特例株式等納税猶予税額といい

ます）、特例経営承継相続人等が死亡した場

合等には、その全部又は一部が免除されます。

そして、特例経営承継相続人等の死亡によ

って、特例経営承継相続人等から非上場株式

等を相続等により取得した者についても、一

定の要件を満たすことにより、｢非上場株式

等についての相続税の納税猶予及び免除の特

例等｣の適用を受けることができます。

ただし、免除されるまでに、特例対象非上

場株式等を譲渡するなど一定の場合には、特

例株式等納税猶予税額の全部又は一部につい

て納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子

税を納付する必要があります。

２．一般措置のあらまし

円滑化法の認定を都道府県知事から受ける

非上場会社の後継者である相続人又は受遺者

（以下、経営承継相続人等といいます）が、

被相続人から非上場株式等（一定の部分に限

ります）を相続等により取得をし、その会社

を経営していく場合には、経営承継相続人等



が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に

係る課税価格の80％に対応する相続税の納税

が猶予されます（以下、猶予される相続税額

を株式等納税猶予税額といいます）。

この株式等納税猶予税額は、経営承継相続

人等が死亡した場合等に該当したときには、

その全部又は一部が免除されます。

そして、経営承継相続人等の死亡によって、

経営承継相続人等から非上場株式等を相続等

により取得した者についても、一定の要件を

満たすことにより、｢非上場株式等について

の相続税の納税猶予及び免除の特例等｣の適

用を受けることができます。

ただし、免除されるまでに、対象非上場株

式等を譲渡するなど一定の場合には、株式等

納税猶予税額の全部又は一部について納税の

猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付

しなければなりません。

３．特例措置と一般措置の制度の主な違い

特例措置と一般措置の制度の主な違いは、

次のとおりです。

・事前の計画策定等

特例措置：５年以内の特例承継計画の提出（平成30年４月１日から令和５年３月31日まで）

一般措置：不要

・適用期限

特例措置：10年以内の相続等・贈与（平成30年１月１日から令和９年12月31日まで）

一般措置：なし

・対象株数

特例措置：全株式

一般措置：総株式数の最大３分の２まで

・納税猶予割合

特例措置：100％

一般措置：相続等80％、贈与100％

・承継パターン

特例措置：複数の株主から最大３人の後継者

一般措置：複数の株主から１人の後継者

・雇用確保要件

特例措置：弾力化

一般措置：承継後５年間（平均８割の雇用維持が必要）

・事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除

特例措置：譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除

一般措置：なし（猶予税額を納付）

・相続時精算課税の適用

特例措置：60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与

一般措置：60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人（直系卑属）・孫への贈与

参照条文等＝措法70の7の2、70の7の6、措令40の8の2、40の8の6、措規23の10、23の12の3



□判・審判事例特報

国税を担保するために、抵当権が設定
された後に当該担保不動産上に築造さ
れた建物について原処分庁が行った差
押処分は、国税通則法第52条第４項に
規定する「なお不足があると認めると
き」にされたものではないとして取り
消した

全部取消し

〔国税不服審判所＝平成29年10月16日

・裁決〕

□問 題

《事 実》

「なお不足があると認めるとき」には

当たらないとして、取消しを求めた

(1) 事案の概要

原処分庁が、審査請求人（以下、請求人と

いう）の延納に係る国税を担保するために抵

当権が設定された後に当該担保不動産上に築

造された請求人の建物について差押処分をし

たのに対し、請求人が、当該建物の差押処分

は、当該担保不動産の処分の代金を請求人の

滞納国税及び処分費に充てて「なお不足があ

ると認めるとき」にされたものではないとし

て、原処分の全部の取消しを求めた。

(2) 関係法令の要旨

イ 国税通則法（以下、通則法という）第52

条《担保の処分》第１項は、税務署長等は、

担保の提供がされている国税についての延

納を取り消したときは、その担保として提

供された金銭以外の財産を滞納処分の例に

より処分してその国税及び当該財産の処分

費に充てる旨、同条第４項は、同条第１項

の場合において、担保として提供された財

産の処分の代金を同項の国税及び処分費に

充ててなお不足があると認めるときは、税



務署長等は、当該担保を提供した者の他の

財産について滞納処分を執行する旨、それ

ぞれ規定している。

ロ 国税徴収法（以下、徴収法という）第47

条《差押の要件》第１項第１号は、徴収職

員は、滞納者が督促を受け、その督促に係

る国税をその督促状を発した日から起算し

て10日を経過した日までに完納しないとき

は、滞納者の国税につきその財産を差し押

さえなければならない旨規定している。

ハ 民法第389条《抵当地の上の建物の競売》

第１項本文は、抵当権の設定後に抵当地に

建物が築造されたときは、抵当権者は、土

地とともにその建物を競売することができ

ると規定している。

(3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯

審判所の調査及び審理の結果によれば、以

下の事実が認められる。

イ Ｄ税務署長は、平成８年２月27日付で、

請求人が納付すべき平成７年３月○日相続

開始に係る相続税について、20回の年賦納

付とする延納の許可をし、同月28日受付で、

その担保として提供された請求人の所有す

る土地及び建物（以下、本件居宅という）

について、抵当権設定登記がされた（以下、

本件抵当権という）。

なお、上記の土地は、平成９年１月14日

に、別表１（省略）の順号１から３までに

記載の各土地（以下、それぞれ本件土地1、

本件土地2及び本件土地3といい、本件居宅

と併せて本件各担保不動産という）に、そ

れぞれ分筆された。

ロ 請求人は、平成9年頃、本件土地1の上に

別表１の順号５記載の建物（以下、本件物

置という）を築造した。

ハ Ｄ税務署長は、上記イの延納の許可（平

成23年10月26日付で延納条件の変更許可を

した後のもの。以下同じ）に係る第15回分

から第17回分までの各国税が、当該延納に

係る納期限までに完納されなかったことか

ら、平成25年１月25日付で、請求人に対し、

通則法第37条《督促》の規定に基づき、督

促状によりその納付を督促した。

ニ Ｄ税務署長は、平成25年10月17日付で、

上記イの延納の許可を取り消し、当該取消

しに係る第18回分から第20回分までの国税

が、その納期限である同日までに完納され

なかったことから、平成25年10月31日付で、

請求人に対し、通則法第37条の規定に基づ

き、督促状によりその納付を督促した。

ホ Ｄ税務署長は、平成25年11月18日付で、

請求人の滞納国税を徴収するため、通則法

第52条第１項及び徴収法第68条《不動産の

差押の手続及び効力発生時期》の各規定に

基づき、本件土地1及び本件居宅について

担保物処分のための差押えをし、本件土地

2及び本件土地3については、ａ市長によっ

て、平成25年９月19日付の滞納処分による

差押えがされていたことから、通則法第52

条第１項及び徴収法第86条《参加差押えの

手続》の各規定に基づき、担保物処分のた

めの参加差押えをした。

また、当該差押処分に係る差押書及び当

該参加差押処分に係る参加差押通知書は、

平成25年11月20日に請求人に送達され、同

日受付で差押登記及び参加差押登記された。

ヘ 原処分庁は、平成27年６月18日付で、通

則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第３項

の規定に基づき、請求人の滞納国税につい

て、Ｄ税務署長から徴収の引継ぎを受けた。

ト 原処分庁は、平成28年７月１日付で、請

求人の滞納国税を徴収するため、徴収法第

47条第１項第１号及び第68条の各規定に基

づき、本件物置を差し押さえた（以下、本

件差押処分という）。



また、本件差押処分に係る差押書は、平

成28年７月５日に請求人に送達され、同日

受付で、本件差押処分に係る差押登記がさ

れた。

なお、原処分庁は、不動産鑑定士による

不動産鑑定評価に基づき、本件各担保不動

産を公売に付して処分した場合に見込まれ

る代金の額（以下、本件処分見込額という）

を○○○○円と算定した。

チ 請求人は、本件差押処分を不服として平

成28年９月26日に再調査の請求をしたとこ

ろ、再調査審理庁は、同年12月６日付で棄

却の再調査決定をした。

リ 請求人は、再調査決定を経た後の本件差

押処分に不服があるとして、平成28年12月

27日に審査請求をした。

(4) 争点

徴収法第47条第１項第１号に基づく本件差

押処分は、通則法第52条第４項に規定する

「なお不足があると認めるとき」になされた

ものでなくとも適法か。

請求人の主張

各担保不動産を差し押さえ、その処分

の代金を充てれば徴収不足は生じない

平成28年度固定資産税評価額による本件各

担保不動産の価額（○○○○円）は、本件滞

納国税額（○○○○円）を明らかに超えてい

る。そうすると、本件各担保不動産を差し押

さえ、その処分の代金を充てれば、徴収不足

は生じない。

したがって、本件差押処分は、通則法第52

条第４項に規定する「なお不足があると認め

るとき」になされたものではなく、取り消さ

れるべきである。

原処分庁の主張

滞納国税徴収のため請求人による滞納

処分の執行妨害を除去する必要がある

イ 原処分庁が算定した本件処分見込額（○

○○○円）は、請求人の滞納国税を本件差

押処分の日に完納したと仮定した場合の金

額である○○○○円（以下、本件滞納国税

額という）を上回っていることから、本件

差押処分は、通則法第52条第４項に規定す

る「なお不足があると認めるとき」になさ

れたものではない。

ロ もっとも、本件差押処分は、以下の理由

から許容されるべきである。

(ｲ) 本件物置は、本件抵当権が設定された

後に本件土地1の上に請求人が築造したも

のであるから、本件土地1及び本件居宅

（以下、併せて本件各担保処分不動産とい

う）を公売に付して売却した場合には、本

件物置が敷地利用権のない状態で残存する

こととなる上、本件物置は登記がされてい

ないことから所有権の帰すうが判然とせず、

買受人は、本件物置の処分等について煩雑

な手続を強いられることになる。それゆえ

に、本件各担保処分不動産の公売において

は、買受希望者が現れ難く、売却価額が本

件処分見込額よりも低額になることが十分

に予想される。かかる状況は、本件各担保

処分不動産の換価手続において大きな障害

となっており、請求人が本件物置を築造し

た行為は、本件各担保処分不動産に対する



滞納処分の執行を妨害するものと評価し得

るものである。

そうすると、請求人の滞納国税の徴収と

いう目的を十分に達成するため、上記のよ

うな請求人による滞納処分の執行の妨害を

除去する必要がある。

(ﾛ) そして、徴収法上は、抵当権の設定後

に抵当地に築造された建物を土地とともに

競売することができる旨定めた民法第389

条第１項のような規定は存在しないものの、

本件物置が正に抵当権の設定後に抵当地に

築造された建物であることからすると、同

項の規定に照らし、本件物置を本件各担保

処分不動産と一括して公売に付すことが認

められるべきものと解される。なお、この

ように解したとしても、請求人に何ら犠牲

を強いるものではない。

(ﾊ) したがって、本件差押処分は、通則法

第52条第４項に規定する「なお不足がある

と認めるとき」になされたものでなくとも、

民法第389条第１項の規定に照らし、徴収

法第47条第１項第１号の規定に基づいて行

われることが許容されるべきである。

■結 論

《裁 決》
差押処分は、なお不足があると認める

ときになされたものではないから違法

(1) 争点（徴収法第47条第１項第１号に基

づく本件差押処分は、通則法第52条第４項

に規定する「なお不足があると認めるとき」

になされたものでなくとも適法か）につい

て

イ 法令解釈

通常の滞納処分による差押えの要件（督促

等）については、徴収法第47条に規定されて

いる。一方で、担保として提供された財産を

処分するための要件（延納等の取消し等）と

その方法（滞納処分の例により処分）につい

ては、通則法第52条第１項に規定されており、

さらに、同条第４項には、同条第１項の場合

において、担保として提供された財産の処分

の代金を同項の国税及び処分費に充てて「な

お不足があると認めるとき」を要件として、

税務署長等は、担保を提供した者の他の財産

に滞納処分を執行する旨が規定されている。

これらの各規定からすると、担保として提

供された財産の処分については、通則法第52

条第１項に基づき滞納処分の例により処分を

することとなるため、督促を要件とせず、一

方で、担保が提供された国税を徴収するため

の担保以外の財産の処分については、通則法

第52条第４項の「なお不足があると認めると

き」の要件を充足することで滞納処分を執行

することが可能となり、徴収法に基づく滞納

処分の第一段階である差押えをするためには、

徴収法第47条の要件（督促等）を充足するこ

とが必要となると解するのが相当である。

ロ 検討

本件差押処分は、担保が提供された国税を

徴収するために本件各担保不動産以外の財産

である本件物置を徴収法第47条第１項第１号

に基づき差し押さえるものであるから、通則

法第52条第４項の「なお不足があると認める

とき」の要件を充足しなければならない。

そこで検討すると、原処分庁は、上記1(3)

トのとおり、不動産鑑定士による不動産鑑定

評価に基づいて本件処分見込額を算定してい

るところ、当審判所の調査の結果によっても、

当該不動産鑑定評価に不合理な点は認められ



ないことからすると、原処分庁が本件処分見

込額を○○○○円と算定したことは、相当と

認められる。そうすると、本件差押処分時に

おいて、本件処分見込額（○○○○円）が本

件滞納国税額（○○○○円）を上回ることは、

明らかであり、本件差押処分は、通則法第52

条第４項に規定する「なお不足があると認め

るとき」になされたものとは認められない。

したがって、徴収法第47条第１項第１号に

基づいてなされた本件差押処分は、違法であ

る。

ハ 原処分庁の主張について

(ｲ) 原処分庁は、上記《原処分庁の主張》

のロのとおり、本件物置は、本件各担保処

分不動産の換価手続において大きな障害と

なり、請求人が本件抵当権の設定後に本件

土地1の上に本件物置を築造した行為は、

本件各担保処分不動産に対する滞納処分の

執行を妨害するものと評価し得るものであ

るから、これを除去する必要があり、本件

物置が抵当権の設定後に抵当地に築造され

た建物であることからすると、本件差押処

分は、通則法第52条第４項に規定する「な

お不足があると認めるとき」になされたも

のでなくとも、民法第389条第１項の規定

に照らし、徴収法第47条第１項第１号の規

定に基づいて行われることが許容されるべ

きである旨主張する

(ﾛ) そこで、民法の規定に照らし原処分庁

の主張を検討すると、民法第389条第１項

本文は、「抵当権の設定後に抵当地に建物

が築造されたときは、抵当権者は、土地と

ともにその建物を競売することができる」

と規定しているところ、当該規定は、民事

執行における競売手続において、土地利用

権のない建物の存続を図る形で売却するこ

とにより社会経済的損失を回避するととも

に、競売手続の円滑な運営を目的として、

土地の抵当権に内在する換価権を建物に拡

大したものと解される。そして、かかる要

請は、滞納処分における公売手続において

も当てはまると解され、また、通則法第52

条第１項は、担保権を実行するための要件

及びその方法を規定しているにすぎず、国

税を担保するために設定された抵当権であ

っても、当該抵当権に内在する換価権の及

ぶ範囲については実体法である民法に委ね

ていると解するのが相当であることからす

ると、国税の担保の処分においても民法第

389条第１項が適用されると解する余地は

ある。

しかしながら、その場合であっても、抵

当権の設定後に抵当地に築造された建物を

抵当地とともに公売するための差押えは、

担保権の実行である以上、通則法第52条第

１項に基づく担保物処分のための差押えと

して行うものであり、徴収法第47条第１項

第１号に基づく滞納処分の執行として行う

ことはできないと解される。

したがって、原処分庁の主張は採用でき

ない。

(2) 結論

以上によれば、審査請求は理由があるから、

本件差押処分を取り消すこととする。

《参照条文等》

民法第389条第1項

国税通則法第52条第4項第1号

国税徴収法第47条第1項第1号




